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定
年
月
日 

天
羽
加
入
区 

 

水
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和
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年
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県
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百
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号
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号
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業
権
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場
の
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羽
漁
業
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組
合
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令
和
六
年
三
月

五
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保
田
加
入
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水
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令
和
五
年
千
葉
県
告
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第
三
百
四
十
三
号
共
第
十

四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
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区
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鋸
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保
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漁
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同
組
合
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入
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水
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千
葉
県
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百
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権
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漁
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組
合
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県
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権
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漁
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井
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地
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権
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協
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合
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入
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水
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五
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千
葉
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山
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組
合
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区
の
う
ち
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浜
地
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水
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令
和
五
年
千
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県
告
示
第
三
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四
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三
号
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第
三

十
号
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共
第
三
十
二
号
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業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

館
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
布
良
地
区 

〃 

白
浜
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
二
号
及
び
共
第
三
十
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
白
浜
地
区 

〃 

七
浦
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
七
浦
地
区 

〃 

千
倉
東
部
加
入

区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
平
磯
及
び

千
田
地
区 

〃 

川
口
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
川
口
地
区 

〃 

忽
戸
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
忽
戸
地
区 

〃 

平
舘
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
平
舘
地
区 

〃 

千
倉
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
千
倉
地
区 

〃 

白
子
瀬
戸
加
入

区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
白
子
瀬
戸

地
区 

〃 

和
田
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

〃 

 
 

 

 
 

 

 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
和
田
地
区 

 

江
見
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

〃 

 

区
域 

鴨
川
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
江
見
地
区 

 

吉
浦
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鴨
川
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
吉
浦
地
区 

〃 

太
夫
崎
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鴨
川
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
太
夫
崎
地

区 

〃 

天
面
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鴨
川
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
天
面
地
区 

〃 

太
海
浜
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
三

十
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鴨
川
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
太
海
浜
地

区 

〃 

鴨
川
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鴨
川
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
鴨
川
地
区 

〃 

天
津
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
天
津
地
区 

〃 

小
湊
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
小
湊
地
区 

〃 

大
沢
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

新
勝
浦
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
大
沢
地

区 

〃 
浜
行
川
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

新
勝
浦
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
浜
行
川

地
区 

〃 
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興
津
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

新
勝
浦
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
興
津
地

区 

〃 

鵜
原
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

新
勝
浦
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
鵜
原
地

区 

〃 

勝
浦
西
部
加
入

区 

水
域 
令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

新
勝
浦
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
西
部
地

区 

〃 

勝
浦
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

勝
浦
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

〃 

川
津
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

新
勝
浦
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
川
津
地

区 

〃 

豊
浜
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

新
勝
浦
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
豊
浜
地

区 

〃 

御
宿
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

御
宿
岩
和
田
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
御
宿

地
区 

〃 

岩
和
田
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
四

十
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

御
宿
岩
和
田
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
岩
和

田
地
区 

〃 

大
原
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
五

十
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

夷
隅
東
部
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
大
原
地

区 

〃 

 
 

 

 
 

 

太
東
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
五

十
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

夷
隅
東
部
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
太
東
地

区 

〃 

外
川
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
五

十
六
号
及
び
共
第
五
十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

銚
子
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
外
川
地
区 

〃 

黒
生
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
五

十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

銚
子
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
黒
生
地
区 

〃 

銚
子
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
共
第
五

十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

銚
子
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
銚
子
地
区 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
号 

 

漁
業
災
害
補
償
法
䥹
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
䥺
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
小

割
り
式
一
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業
䣍
小
割
り
式
二
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業
䣍
小
割
り
式
一
年
魚
た
い
養
殖
業
䣍

小
割
り
式
二
年
魚
た
い
養
殖
業
䣍
小
割
り
式
三
年
魚
た
い
養
殖
業
䣍
小
割
り
式
一
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖

業
䣍
小
割
り
式
二
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業
及
び
小
割
り
式
三
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業
に
係
る
単
位
漁
場
区

域
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

小
割
り
式
一
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業 

加
入
区
の
名
称 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

設
定
年
月
日 

勝
山
加
入
区 

 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
十

六
号
及
び
区
第
十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鋸
南
町
勝
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

令
和
六
年
三
月

五
日 

富
浦
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
二

十
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

岩
井
富
浦
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
富
浦
地

区 

〃 
二 

小
割
り
式
二
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業 

加
入
区
の
名
称 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

設
定
年
月
日 

勝
山
加
入
区 

 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
十

六
号
及
び
区
第
十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

令
和
六
年
三
月

五
日 

 
 

 



 
 

 

四 
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区
域 

鋸
南
町
勝
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

 

富
浦
加
入
区 

  

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
二

十
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

岩
井
富
浦
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
富
浦
地 

〃 

  

 
 

 

区 
 

三 

小
割
り
式
一
年
魚
た
い
養
殖
業 

加
入
区
の
名
称 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

設
定
年
月
日 

勝
山
加
入
区 

 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
十

六
号
及
び
区
第
十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鋸
南
町
勝
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

令
和
六
年
三
月

五
日 

富
浦
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
二

十
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

岩
井
富
浦
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
富
浦
地

区 

〃 

四 

小
割
り
式
二
年
魚
た
い
養
殖
業 

加
入
区
の
名
称 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

設
定
年
月
日 

勝
山
加
入
区 

 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
十

六
号
及
び
区
第
十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鋸
南
町
勝
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

令
和
六
年
三
月

五
日 

富
浦
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
二

十
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

岩
井
富
浦
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
富
浦
地

区 
〃 

五 

小
割
り
式
三
年
魚
た
い
養
殖
業 

加
入
区
の
名
称 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

設
定
年
月
日 

勝
山
加
入
区 

 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
十

六
号
及
び
区
第
十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鋸
南
町
勝
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

令
和
六
年
三
月

五
日 

富
浦
加
入
区 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
二

十
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

岩
井
富
浦
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
富
浦
地

区 

〃 

六 

小
割
り
式
一
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業 

加
入
区
の
名
称 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

設
定
年
月
日 

 
 

 

 
 

 

勝
山
加
入
区 

 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
十

六
号
及
び
区
第
十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鋸
南
町
勝
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

令
和
六
年
三
月

五
日 

七 

小
割
り
式
二
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業 

加
入
区
の
名
称 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

設
定
年
月
日 

勝
山
加
入
区 

 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
十

六
号
及
び
区
第
十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鋸
南
町
勝
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

令
和
六
年
三
月

五
日 

八 

小
割
り
式
三
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業 

加
入
区
の
名
称 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

設
定
年
月
日 

勝
山
加
入
区 

 

水
域 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
区
第
十

六
号
及
び
区
第
十
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
域 

鋸
南
町
勝
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

令
和
六
年
三
月

五
日 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
一
号 

 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
百
八
十
八
号
䥹
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

一
２
の
表
三
の
項
中
䣓
一
三
・
六
ト
ン
䣔
を
䣓
一
二
・
六
ト
ン
䣔
に
改
め
䣍
同
表
四
の
項
中
䣓
一
・
六

ト
ン
䣔
を
䣓
二
・
六
ト
ン
䣔
に
改
め
䣍
同
表
七
の
項
中
䣓
一
八
・
五
ト
ン
䣔
を
䣓
〇
・
三
ト
ン
䣔
に
改

め
䣍
同
表
八
の
項
中
䣓
一
〇
・
七
ト
ン
䣔
を
䣓
二
八
・
九
ト
ン
䣔
に
改
め
䣍
同
表
十
一
の
項
中
䣓
八
・
一

ト
ン
䣔
を
䣓
〇
・
五
ト
ン
䣔
に
改
め
䣍
同
表
十
二
の
項
中
䣓
六
・
一
ト
ン
䣔
を
䣓
一
三
・
七
ト
ン
䣔
に
改

め
る
䣎 

 

二
２
の
表
三
の
項
中
䣓
一
九
・
四
ト
ン
䣔
を
䣓
一
・
七
ト
ン
䣔
に
改
め
䣍
同
表
四
の
項
中
䣓
一
三
・
七

ト
ン
䣔
を
䣓
三
一
・
四
ト
ン
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
千
葉
県
告
示
第
百
二
十
二
号 

 
国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
令
和
六
年
三

月
五
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行
䣬

た
者
の
名
称 
調

査

を

行

䣬

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

勝
浦
市 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

勝
浦
市
䥹
勝
浦
䣍
浜 

勝
浦
市
勝
浦
䣍
浜
勝 

 
 

 
 



  

五 
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令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

勝

浦

䣍

出

水

䣍

墨

名
䣍
串
浜
及
び
沢
倉

の
各
一
部
䥺
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿 

浦
䣍
出
水
䣍
墨
名
䣍

串
浜
及
び
沢
倉
の
各

一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
三
号 

 

国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
令
和
六
年
三

月
五
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行
䣬

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

䣬

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

浦
安
市 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

浦
安
市
䥹
入
船
四
丁

目
の
一
部
䥺
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿 

浦
安
市
入
船
四
丁
目

の
一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
四
号 

 

国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
令
和
六
年
三

月
五
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行
䣬

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

䣬

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

浦
安
市 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

浦
安
市
䥹
富
岡
一
丁

目
の
一
部
䥺
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿 

浦
安
市
富
岡
一
丁
目

の
一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
五
号 

 

国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
令
和
六
年
三

月
五
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行
䣬

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

䣬

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

浦
安
市 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和 

浦
安
市
䥹
富
岡
四
丁 

浦
安
市
富
岡
四
丁
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

目
の
一
部
䥺
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿 

の
一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
六
号 

 

国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
令
和
六
年
三

月
五
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行
䣬

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

䣬

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

浦
安
市 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

浦
安
市
䥹
日
の
出
二

丁
目
の
一
部
䥺
の
地

籍
図
及
び
地
籍
簿 

浦
安
市
日
の
出
二
丁

目
の
一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
七
号 

 

国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
令
和
六
年
三

月
五
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行
䣬

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

䣬

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

長
生
郡
長
生

村 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

長
生
郡
長
生
村
䥹
岩

沼
䣍
宮
成
䣍
本
郷
䣍

金
田
䣍
北
水
口
及
び

信
友
の
各
一
部
䥺
の

地
籍
図
及
び
地
籍
簿 

長

生

郡

長

生

村

岩

沼
䣍
宮
成
䣍
本
郷
䣍

金
田
䣍
北
水
口
及
び

信
友
の
各
一
部
の
区

域 
  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
八
号 

 
国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
令
和
六
年
三

月
五
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行
䣬

た
者
の
名
称 
調

査

を

行

䣬

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

長
生
郡
白
子 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

長
生
郡
白
子
町
䥹
浜 

長
生
郡
白
子
町
浜
宿 
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町 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

宿
の
全
部
及
び
牛
込

の
一
部
䥺
の
地
籍
図

及
び
地
籍
簿 

の
全
部
及
び
牛
込
の

一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
九
号 

 

土
地
区
画
整
理
法
䥹
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
䥺
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
習
志

野
市
Ｊ
Ｒ
津
田
沼
駅
南
口
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
䥹
事
業
施
行
期
間
及
び
資
金
計
画
䥺
の
変
更

を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

習
志
野
市
Ｊ
Ｒ
津
田
沼
駅
南
口
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

習
志
野
市
谷
津
七
丁
目
一
二
番
五
四
号 

三 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日 

四 

変
更
の
内
容 

 
 

事
業
施
行
期
間 

 
 

変
更
前 

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

変
更
後 

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

           

 
 

 
 

                                   

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
７

号
 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

３
月

５
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 
 

 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
２

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

６
年

５
月

９
日

（
木

曜
日

）
か

ら
１

６
日

（
木

曜
日

）
ま

で
（

千
葉

県
の

休
日

に
関

す
る

条
例

（
平

成
元

年
千

葉
県

条
例

第
１

号
）

第
１

条
に

規
定

す
る

県
の

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午

後
５

時
ま

で
 

 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

（
１

）
最

近
５

年
間

に
２

号
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

者
 

（
２

）
警

備
員

等
の

検
定

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

１
７

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

０
号

。
以

下

「
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
２

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

法
第

２
３

条
第

４
項

の
合

格
証

明
書

（
以

下
「

合
格

証
明

書
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
３

）
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
２

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

２
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

（
４

）
規

則
附

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

警
備

員
等

の
検

定
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

６
１

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
。

以
下

「
旧

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
２

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

旧
規

則
第

８
条

の
合

格
証

（
以

下
「

合
格

証
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
５

）
旧

規
則

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
２

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

２
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

４
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

３
月

２
５

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
９

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
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な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

５
８

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
）

別
記

様
式

第
１

号

の
受

講
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

添
付

書
類

と
と

も
に

受
講

申
込

票
を

提
出

し
た

警
察

署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

４
月

１
５

日
（

月
曜

日
）

か
ら

１
９

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

（
ア

）
４

（
１

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
２

号
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
た

こ
と

を
証

明
す

る
警

備
業

者
の

作
成

に
係

る
書

面
（

以
下

「
警

備
業

務
従

事
証

明
書

」
と

い
う

。
）

及
び

履
歴

書
 

 
 

（
イ

）
４

（
２

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
 

 
 

（
ウ

）
４

（
３

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
及

び
警

備
業

務
従

事
証

明
書

 

 
 

（
エ

）
４

（
４

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
 

 
 

（
オ

）
４

（
５

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
及

び
警

備
業

務
従

事
証

明
書

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

３
８

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

千
葉

県
警

察
本

部
の

 

 
 

 
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
記

載
す

る
。

 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
８

号
 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

３
月

５
日

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 
 

 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
２

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

６
年

５
月

１
４

日
（

火
曜

日
）

の
午

後
１

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
並

び
に

同
月

１
５

日
（

水
曜

日
）

及
び

１
６

日
（

木
曜

日
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

 
 

２
号

警
備

業
務

以
外

の
警

備
業

務
の

区
分

に
係

る
法

第
２

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

又
は

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関

す
る

規
則

（
昭

和
５

８
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

２
号

。
以

下
「

講
習

規
則

」
と

い
う

。
）

第
７

条

に
規

定
す

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
修

了
証

明
書

（
以

下
「

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
 

（
１

）
最

近
５

年
間

に
２

号
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

者
 

（
２

）
警

備
員

等
の

検
定

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

１
７

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

０
号

。
以

下

「
検

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
２

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

法
第

２
３

条
第

４
項

の
合

格
証

明
書

（
以

下
「

合
格

証
明

書
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
３

）
検

定
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
２

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

２
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

（
４

）
検

定
規

則
附

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

警
備

員
等

の
検

定
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

６
１

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
。

以
下

「
旧

検
定

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
２

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

旧
検

定
規

則
第

８
条

の
合

格
証

（
以

下
「

合
格

証
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
５

）
旧

検
定

規
則

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
２

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

２
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

２
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
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公

告 

 
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
䥺
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
香
取
郡

東
庄
町
窪
野
谷
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
䣬
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

香
取
郡
東
庄
町
窪
野
谷
二
三
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

谷 
 

 
 

隆 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

一
四
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 

木 
 

良 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

二
一
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

藤 
 

康 

弘 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

一
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

藤 
 

正 

己 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

二
九
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 

木 
 

孝 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

六
五
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宇 

井 
 

正 

俊 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

六
二
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

星 

野 
 

利 

雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

一
䣍
三
三
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯 

田 
 

 
 

昇 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

一
䣍
三
七
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宇
佐
美 

 

雅 

健 

二 

退
任
監
事 

 
 

香
取
郡
東
庄
町
窪
野
谷
二
八
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 

木 
 

 
 

稔 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

一
七
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

菅 

谷 
 

政 

雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

二
六
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 

木 
 

武 

男 

三 

就
任
理
事 

 
 

香
取
郡
東
庄
町
窪
野
谷
二
三
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

谷 
 

 
 

隆 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

一
䣍
三
三
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯 

田 
 

 
 

昇 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

二
九
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 

木 
 

孝 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

六
五
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宇 

井 
 

正 

俊 

 
 

〃 
 

〃 
 

笹
川
い
四
䣍
六
一
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

藤 
 

恵
一
郎 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

１
４

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

千
葉

県
警

察
本

部
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

記
載

す
る

。
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

３
月

２
５

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
９

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

 

 
 

 
時

ま
で

 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

講
習

規
則

別
記

様
式

第
１

号
の

受
講

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
添

付
書

類
と

と
も

に
受

講
申

込
票

を
提

出
し

た
警

察
署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

４
月

１
５

日
（

月
曜

日
）

か
ら

１
９

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

（
ア

）
４

（
１

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
２

号
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
た

こ
と

を
証

明
す

る
警

備
業

者
の

作
成

に
係

る
書

面
（

以
下

 

 
 

 
 

「
警

備
業

務
従

事
証

明
書

」
と

い
う

。
）

、
履

歴
書

及
び

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

の
写

 

 
 

 
 

し
 

 
 

（
イ

）
４

（
２

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

 
 

（
ウ

）
４

（
３

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
、

警
備

業
務

従
事

証
明

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

 
 

（
エ

）
４

（
４

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

 
 

（
オ

）
４

（
５

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
、

警
備

業
務

従
事

証
明

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
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〃 
 

〃 
 

窪
野
谷
一
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

藤 
 

正 

己 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

一
䣍
三
七
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宇
佐
美 

 

雅 

健 
四 
就
任
監
事 

 
 

香
取
郡
東
庄
町
窪
野
谷
一
䣍
三
一
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鎌 

形 
 

吉 

治 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

二
一
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

髙 

木 
 

勝 

利 

 
 

〃 
 

〃 
 

平
山
二
五
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高 

橋 
 

俊 

光 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
六
年
三
月
五
日
我
孫
子
市
の
決
定
に
係
る
我
孫
子
都
市
計
画
地
区
計
画
公
園
坂
通
り
周
辺
地
区
地

区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
䣬
た
の
で
䣍
都
市
計
画
法
䥹
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
䥺
第
二
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

令
和
六
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施 

 

建
築
士
法
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
䥺
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
令
和
六
年
二
級
建
築
士

試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
䣎 

 

な
お
䣍
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
䣍
建
築
士
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
都
道
府
県
指
定
試
験
機

関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
䤀
に
行
わ
せ
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

試
験
日
時 

 

１ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

令
和
六
年
七
月
七
日
䥹
日
曜
日
䥺
午
前
十
時
十
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で 

 
 

 
 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

令
和
六
年
七
月
二
十
八
日
䥹
日
曜
日
䥺
午
前
十
時
十
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で 

 

２ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
五
日
䥹
日
曜
日
䥺
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

 
 

 
 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
月
十
三
日
䥹
日
曜
日
䥺
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 

１ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

千
葉
市
美
浜
区
若
葉
一
丁
目
四
番
一
号 

神
田
外
語
大
学 

 
 

 
 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

習
志
野
市
津
田
沼
二
丁
目
一
七
番
一
号 

千
葉
工
業
大
学
津
田
沼
キ
䣺
ン
パ
ス 

 

２ 

設
計
製
図
の
試
験
䥹
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
䥺 

 
 

 

習
志
野
市
津
田
沼
二
丁
目
一
七
番
一
号 

千
葉
工
業
大
学
津
田
沼
キ
䣺
ン
パ
ス 

三 

受
験
申
込
方
法
等 

 
 

新
規
受
験
者
を
含
め
た
全
て
の
者
が
原
則
と
し
て
イ
ン
タ
䤀
ネ
䣹
ト
に
よ
る
受
験
申
込
を
行
う
こ

と
䣎 

 

１ 

受
験
申
込
み
の
受
付
期
間
等 

 
 

 

受
付
期
間
は
令
和
六
年
四
月
一
日
䥹
月
曜
日
䥺
か
ら
十
五
日
䥹
月
曜
日
䥺
ま
で
と
し
䣍
受
付
時
間

は
受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
終
了
日
の
午
後
四
時
ま
で
と
す
る
䣎 

 

２ 

受
験
申
込
方
法 

 

 
 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
䤀
の
ホ
䤀
ム
ペ
䤀
ジ
䥹h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
 

 
 

j
p
/

䥺
に
お
い
て
䣍
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
し
込
む
こ
と
䣎 

 
 

 

な
お
䣍
イ
ン
タ
䤀
ネ
䣹
ト
に
よ
る
受
験
申
込
が
行
え
な
い
場
合
に
は
䣍
令
和
六
年
四
月
八
日
䥹
月

曜
日
䥺
ま
で
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
䤀
本
部
䥹
電
話
番
号
〇
五
〇
䥹
三
〇
三

三
䥺
三
八
二
二
䥺
に
申
し
出
る
こ
と
䣎 

四 

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題 

 
 

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
䣍
令
和
六
年
六
月
十
二
日
䥹
水
曜
日
䥺
䥹
予
定
䥺
か
ら
公
益
財
団
法
人

建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
䤀
の
ホ
䤀
ム
ペ
䤀
ジ
䥹h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

䥺
に
お
い
て
公
表

す
る
䣎 

五 

合
格
者
の
発
表
等 

 

１ 

学
科
の
試
験
䥹
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
䥺 

 
 

 

令
和
六
年
八
月
二
十
六
日
䥹
月
曜
日
䥺
䥹
予
定
䥺
に
䣍
合
格
者
に
は
合
格
し
た
旨
を
䣍
不
合
格
者

に
は
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
䣎 

 

２ 

設
計
製
図
の
試
験
䥹
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
䥺 

 
 

 

令
和
六
年
十
二
月
五
日
䥹
木
曜
日
䥺
䥹
予
定
䥺
に
䣍
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン

タ
䤀
の
ホ
䤀
ム
ペ
䤀
ジ
䥹h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

䥺
に
合
格
者
一
覧
を
公
表
す
る
と
と
も

に
䣍
合
格
者
に
は
合
格
し
た
旨
を
䣍
不
合
格
者
に
は
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
䣎 

六 

そ
の
他 

 
 

受
験
に
際
し
䣍
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
受

験
申
込
み
の
受
付
期
間
内
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
䣎 

正

誤 

 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日
付
け
県
報
号
外
第
九
四
号
中
䥹
教
育
庁
企
画
管
理
部
教
育
総
務
課
䥺 
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購
読
料 

本
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一
部 

 
 

 
 

 

三
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 
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購
読
申
込
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〇
四
三
䥹
二
二
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䥺
二
六
五
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